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ニ
ュ
ー
ス

講
座
・
教
室

募
　
　
集

お
知
ら
せ

る
た
め
に
は
、
数
年
に
わ
た
り

抜
き
取
り
作
業
が
必
要
で
す
。

③
抜
き
取
っ
た
個
体
は
、
飛
び
散

ら
な
い
よ
う
に
袋
に
入
れ
、
天

日
に
さ
ら
し
て
枯
死
し
た
の
ち

に
可
燃
ご
み
と
し
て
処
分
し
て

く
だ
さ
い
。

④
道
端
や
堤
防
で
見
つ
け
た
場
合

は
、
ま
ず
は
管
理
者
に
相
談
し

て
く
だ
さ
い
。

■
問
い
合
わ
せ

　

環
境
課

☎
８
９
３-

１
１
６
０

お
知
ら
せ

軽
自
動
車
税
の
減
免
申
請
に

つ
い
て

　

障
害
者
手
帳
を
お
持
ち
の
方
は
、

軽
自
動
車
税
が
減
免
の
対
象
と
な

る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

▼
対
象
と
な
る
方

①
身
体
障
害
者
手
帳

　

原
則
３
級
以
上
の
方
（
詳
細
は

町
民
課
ま
で
お
問
い
合
わ
せ
く

だ
さ
い
）

②
療
育
手
帳

　

Ａ
1
・
Ａ
2
の
方

③
精
神
障
害
者
保
健
福
祉
手
帳

　

１
級
の
方

▼
所
有
者
に
つ
い
て

　

障
害
者
本
人
名
義
の
車
両
が
対

象
と
な
り
ま
す
。

　

た
だ
し
、
18
歳
未
満
の
身
体
障

害
者
、
知
的
障
害
者
、
精
神
障
害

者
の
方
に
つ
い
て
は
、
同
一
生
計

で
介
護
さ
れ
て
い
る
方
の
名
義
で

も
対
象
と
な
り
ま
す
。

▼
必
要
な
も
の

①
車
検
証

②
障
害
者
手
帳

③
印
鑑

④
納
税
通
知
書

⑤
運
転
免
許
証

⑥
マ
イ
ナ
ン
バ
ー（
通
知
）カ
ー
ド

▼
申
請
期
間

　

納
税
通
知
書
が
届
い
て
か
ら
5

月
24
日（
水
）ま
で

▼
注
意
事
項

○
郵
送
に
よ
る
減
免
申
請
は
行
っ

て
お
り
ま
せ
ん
の
で
、
必
ず
申

請
期
間
内
に
窓
口
で
手
続
き
を

行
っ
て
く
だ
さ
い
。

○
減
免
で
き
る
車
両
は
一
台
の
み

と
な
り
ま
す
。（
普
通
自
動
車
で

減
免
を
受
け
た
方
は
対
象
外
）

○
口
座
振
替
を
さ
れ
て
い
る
方
は

お
早
め
に
申
請
を
お
願
い
し
ま

す
。

○
減
免
を
受
け
ら
れ
る
方
で
、
事

前
に
申
請
書
が
必
要
な
方
は
ご

連
絡
く
だ
さ
い
。

■
申
請
先
・
問
い
合
わ
せ

　

町
民
課　

☎
８
９
３-

１
１
１
７

　

吾
北
総
合
支
所
住
民
福
祉
課

☎
８
６
７-

２
３
０
０

　

本
川
総
合
支
所
住
民
福
祉
課

☎
８
６
９-

２
１
１
２

お
知
ら
せ

平
成
29
年
度
税
務
職
員
採
用

試
験
に
つ
い
て
　

　

平
成
29
年
度
税
務
職
員
採
用
試

験
を
下
記
の
と
お
り
実
施
し
ま
す
。

多
く
の
方
の
申
し
込
み
を
お
待
ち

し
て
お
り
ま
す
。
ま
た
、
国
税
庁

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
採
用
案
内
に
は
、

業
務
内
容
や
先
輩
職
員
か
ら
の

メ
ッ
セ
ー
ジ
を
掲
載
し
て
い
ま
す

の
で
参
考
に
し
て
く
だ
さ
い
。
合

格
者
は
、
人
事
院
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

に
受
験
番
号
が
掲
載
さ
れ
る
と
と

も
に
、
合
格
通
知
書
が
本
人
宛
に

郵
送
さ
れ
ま
す
。

▼
受
験
案
内
な
ど
請
求
先

　

人
事
院
四
国
事
務
局
、
高
松
国

税
局
及
び
各
税
務
署

　

な
お
、
受
験
案
内
及
び
パ
ン
フ

レ
ッ
ト
は
５
月
９
日（
火
）以
降
に

配
布
し
ま
す
。

▼
受
験
申
込
受
付
期
間

○
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト

　

６
月
19
日（
月
）
９
時
～

　
　

６
月
28
日（
水
）（
受
信
有
効
）

※
可
能
な
限
り
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト

申
込
み
を
御
利
用
く
だ
さ
い
。

　

申
込
用
ア
ド
レ
ス

（http://w
w

w
.jinji-shiken.

go.jp/juken.htm
l)

○
郵
送
又
は
持
参

　

６
月
19
日（
月
）～

　
　

６
月
21
日（
水
）

（
６
月
21
日
ま
で
の
通
信
日
付
印

有
効
）

　

申
込
先
は
、
希
望
す
る
第
１
次

試
験
地
に
対
応
す
る
人
事
院
地
方

事
務
局
（
所
）
で
す
。

　

郵
送
す
る
場
合
は
簡
易
書
留
を

利
用
し
、
受
領
証
は
受
験
票
が
届

く
ま
で
保
管
し
て
く
だ
さ
い
。

　

持
参
の
場
合
は
６
月
21
日（
水
）

17
時
ま
で
に
提
出
さ
れ
た
も
の
に

限
り
受
け
付
け
ま
す
。

▼
受
験
資
格

①
平
成
29
年
４
月
１
日
に
お
い
て

高
校
卒
業
後
３
年
を
経
過
し
て

い
な
い
者
及
び
平
成
30
年
３
月

ま
で
に
高
校
卒
業
見
込
み
の
者
。

②
人
事
院
が
①
に
掲
げ
る
者
に
準

ず
る
と
認
め
る
者

▼
採
用
予
定
数

　

予
定
数
は
、
後
日
、
人
事
院

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
掲
載
さ
れ
る
の

で
、
随
時
御
確
認
く
だ
さ
い
。

▼
日
程

　

試
験
日
な
ど
は
下
の
表
を
ご
覧

く
だ
さ
い
。

試験区分 試　験　日 試　験　地 試験種目 合格発表

第一次試験 ９月３日（日）
徳島市、高松市

松山市、高知市

①基礎能力試験

②適性試験

③作文試験

10月5日（木）

第二次試験

10月11日（水）～

　　　10月20日（金）

　のうち指定する日

第１次試験合格通知書で

指定する場所

①人物試験

②身体検査
11月14日（火）


